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発
禁
、脅
迫
、暴
力
の
荒
波
と
出
版
メ
ディ
ア

インドネシアの民主化10年─その成果と課題
　

ア
ジ
研
図
書
館
が
所
蔵
す
る
各
国
の
新
聞
、
雑

誌
の
う
ち
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
発
行
の
も
の
は
、
ス
ハ

ル
ト
体
制
崩
壊
前
に
発
禁
処
分
に
あ
っ
た
も
の
が

多
い
。
新
聞
で
は
『
シ
ナ
ル
・
ハ
ラ
パ
ン
』、
雑

誌
で
は
『
テ
ン
ポ
』、『
エ
デ
ィ
ト
ー
ル
』
が
そ
れ

ぞ
れ
「
出
版
事
業
許
可
証
」（
Ｓ
Ｉ
Ｕ
Ｐ
Ｐ
）
を

メ
デ
ィ
ア
を
管
轄
す
る
情
報
省
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
、
ハ

ビ
ビ
新
大
統
領
は
就
任
後
早
や
五
日
目
に
、
こ
の

Ｓ
Ｉ
Ｕ
Ｐ
Ｐ
を
定
め
た
一
九
八
四
年
情
報
大
臣
令

の
無
効
化
を
明
言
し
た
。
そ
の
後
は
、
世
論
に
応

え
る
か
た
ち
で
、
言
論
や
政
党
設
立
の
自
由
化
、

地
方
分
権
化
な
ど
ス
ハ
ル
ト
体
制
下
で
は
ほ
と
ん

ど
力
が
注
が
れ
な
か
っ
た
政
策
を
推
し
進
め
た
。

そ
の
う
ち
の
一
つ
が
一
九
九
九
年
法
律
第
四
〇
号

と
し
て
公
布
さ
れ
た
「
報
道
法
」（U

ndang-
U
ndang tentang Pers

）
の
制
定
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の"Pers"

と
い
う
語
は
「
新
聞
」
と

訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
同
法
の
定
義
で

は
新
聞
だ
け
で
は
な
く
、
雑
誌
や
電
子
メ
デ
ィ
ア
、

音
声・映
像
な
ど
も
含
む
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は「
報

道
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

　
「
報
道
法
」
で
は
報
道
の
独
立
性
が
謳
わ
れ
、

発
禁
、
検
閲
の
禁
止
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
政
府

の
身
勝
手
な
発
禁
措
置
を
恐
れ
て
長
き
に
わ
た
っ

て
自
己
検
閲
を
続
け
て
き
た
出
版
メ
デ
ィ
ア
界
は

ユ
ー
フ
ォ
リ
ア
で
満
た
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
九
年

近
く
が
過
ぎ
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
置
か
れ
た
環
境

は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。
そ
れ
を
知
る
に
は
、

報
道
と
政
府
お
よ
び
司
法
の
関
係
を
過
去
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
振
り
返
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

●
ス
ハ
ル
ト
体
制
下
の
出
版
メ
デ
ィ
ア

発
禁

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
半
ば

の
時
点
で
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
政
府
に
よ
る
印

刷
物
の
検
閲
制
度
が
敷
か
れ
、
政
府
に
対
す
る
批

判
・
中
傷
を
広
め
る
行
為
に
対
す
る
刑
を
定
め
た

法
律
も
制
定
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
世
紀
に
入
り
民

族
主
義
運
動
が
高
揚
し
て
き
た
一
九
三
〇
年
代
に

は
、
秩
序
を
乱
す
出
版
物
の
発
禁
を
定
め
た
蘭
印

総
督
令
（
Ｐ
．Ｏ
．）
が
公
布
さ
れ
、
反
政
府
言
論

が
厳
し
く
取
り
締
ま
ら
れ
た
。
日
本
占
領
期
に
は

「
出
版
許
可
証
」（
Ｓ
Ｉ
Ｔ
）
を
持
つ
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
、
日
本
人
に
よ
る
現
地
出
版
社
の
監
督

と
出
版
前
の
検
閲
が
行
わ
れ
た
。
議
会
制
民
主
主

義
が
導
入
さ
れ
た
一
九
五
〇
年
代
は
、
短
い
期
間

で
は
あ
っ
た
が
政
府
と
出
版
メ
デ
ィ
ア
と
の
力
関

係
が
均
衡
し
て
い
た
と
い
え
る
。
前
述
し
た
Ｐ
．Ｏ
．

や
政
府
批
判
を
封
印
し
よ
う
と
し
た
陸
軍
参
謀
長

令
が
国
会
決
議
や
マ
ス
コ
ミ
連
合
体
の
圧
力
で
廃

止
さ
れ
た
こ
と
は
、
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
ス
カ
ル
ノ
の
指
導
制
民
主
主
義
期
や
ス

ハ
ル
ト
体
制
下
に
お
い
て
も
発
行
許
可
制
度
は
形

を
変
え
な
が
ら
継
承
さ
れ
る
と
と
も
に
、
蘭
印
時

代
に
定
め
ら
れ
た
出
版
物
に
よ
る
政
府
へ
の
憎
悪

の
流
布
を
取
り
締
ま
る
刑
法
条
文
も
効
力
を
持
っ

て
い
た
。
一
九
六
六
年
の
「
報
道
基
本
法
」
に
お

い
て
検
閲
や
言
論
弾
圧
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
マ
ラ
リ
事
件

（
一
九
七
四
年
）
で
政
府
批
判
を
行
っ
た
一
一
新

聞
と
一
雑
誌
が
、
国
民
協
議
会
で
の
ス
ハ
ル
ト
三

選
阻
止
を
訴
え
る
学
生
運
動
（
一
九
七
八
年
）
の

報
道
で
は
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
七
紙
が
、
そ
れ
ぞ
れ
発

禁
処
分
に
あ
っ
た
。

　

一
九
七
〇
年
代
に
は
ま
だ
期
限
付
き
の
発
禁
処

分
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
入

る
と
様
相
が
変
わ
っ
て
く
る
。
ま
ず
、
一
九
八
二

年
改
正
「
報
道
基
本
法
」
で
、
逐
次
刊
行
物
を
出

版
す
る
す
べ
て
の
出
版
社
が
Ｓ
Ｉ
Ｕ
Ｐ
Ｐ
取
得
を

義
務
付
け
ら
れ
た
。
一
九
八
四
年
の
情
報
大
臣
令

に
よ
り
そ
の
詳
細
が
三
七
条
に
亘
っ
て
定
め
ら
れ
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た
が
、
発
禁
期
間
は
無
期
限
と
さ
れ
た
。
こ
の
大

臣
令
に
よ
っ
て
一
旦
発
禁
処
分
を
受
け
る
と
、
同

じ
名
称
で
は
二
度
と
当
該
紙
誌
を
発
行
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
、
経
営
陣
の
再
編
を
行
い
紙
誌

名
を
変
更
し
た
上
で
出
版
許
可
の
再
申
請
を
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
同
大
臣
令
の
発
効

後
、
発
禁
の
憂
き
目
を
見
た
新
聞･

雑
誌
の
例
を

み
て
い
き
た
い
。

　

一
九
八
六
年
、
原
油
価
格
下
落
や
ル
ピ
ア
切
り

下
げ
に
関
連
し
た
経
済
政
策
の
ス
ク
ー
プ
記
事
が

社
会
不
安
を
醸
成
し
た
と
の
理
由
に
よ
り
、
鋭
い

政
府
批
判
で
人
気
の
あ
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系

夕
刊
紙
『
シ
ナ
ル
・
ハ
ラ
パ
ン
』
の
Ｓ
Ｉ
Ｕ
Ｐ
Ｐ

が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
翌
年
に
は
ビ
ジ
ネ
ス
紙
で

あ
り
な
が
ら
政
治
報
道
に
傾
き
、
誤
っ
た
報
道
を

し
た
と
し
て
朝
刊
紙
『
プ
リ
オ
リ
タ
ス
』
が
発
禁

処
分
と
な
っ
た
。
両
紙
と
も
そ
の
時
点
で
歴
史
を

閉
じ
、
半
年
後
前
者
は
『
ス
ア
ラ
・
プ
ン
バ
ル
ア

ン
』、
後
者
は
二
年
近
く
経
っ
て
『
メ
デ
ィ
ア･

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
』
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
も
の

の
、
そ
の
間
に
膨
大
な
経
済
的
損
失
を
被
っ
た
。

　

一
九
九
〇
年
に
は
タ
ブ
ロ
イ
ド
週
刊
誌
『
モ
ニ

ト
ー
ル
』
が
発
禁
処
分
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
ケ
ー

ス
は
市
民
が
先
に
抗
議
行
動
を
起
こ
し
て
発
禁
処

分
を
求
め
、
情
報
省
の
決
定
が
そ
れ
に
続
い
た
と

い
う
点
で
こ
れ
ま
で
の
例
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
「
読
者
が
敬
愛
す
る
五
〇
人
」
と
題
し
て
同

誌
で
人
気
投
票
が
行
わ
れ
た
結
果
、
預
言
者
ム
ハ

ン
マ
ド
が
一
一
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
こ
と
に
対
し

て
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
怒
り
が
爆
発
し
た
事
件
で

あ
る
。『
モ
ニ
ト
ー
ル
』
事
務
所
は
デ
モ
隊
の
投

石
な
ど
に
よ
っ
て
大
き
な
損
害
を
受
け
た
。
イ
ス

ラ
ー
ム
知
識
人
の
間
で
も
、
預
言
者
を
冒
涜
し
た

と
し
て
同
誌
の
発
禁
や
ア
ル
ス
ウ
ェ
ン
ド
編
集
長

の
法
的
責
任
を
求
め
る
声
が
相
次
い
だ
。『
テ
ン

ポ
』（
一
九
九
〇
年
一
〇
月
二
七
日
号
）
の
組
ん

だ
特
集
記
事
で
も
、
ア
ル
ス
ウ
ェ
ン
ド
を
弁
護
す

る
声
は
、
九
人
の
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
の
う
ち
、

後
に
第
四
代
大
統
領
と
な
っ
た
ア
ブ
ド
ゥ
ー
ル
ラ

フ
マ
ン
・
ワ
ヒ
ド
（
以
下
、
グ
ス
・
ド
ゥ
ル
）
を

含
む
二
人
か
ら
し
か
聞
こ
え
て
こ
な
か
っ
た
。
ア

ル
ス
ウ
ェ
ン
ド
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
唯
一
の

受
け
皿
で
あ
っ
た
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
協
会
」（
Ｐ
Ｗ
Ｉ
）
か
ら
除
名
さ
れ
た
上
、

宗
教
に
対
す
る
侮
辱
、
私
的
利
益
の
た
め
の
メ

デ
ィ
ア
の
利
用
、
等
の
罪
状
で
禁
固
五
年
の
実
刑

判
決
を
受
け
た
。

　

一
九
八
九
年
に
は
「
政
治
開
放
」
政
策
が
国
会

で
論
議
さ
れ
、
九
〇
年
代
に
入
る
と
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
に
対
す
る
規
制
緩
和
を
期
待
す
る
機
運
が
高

ま
っ
た
が
、一
九
九
四
年
六
月
に
有
力
週
刊
誌『
テ

ン
ポ
』、『
エ
デ
ィ
ト
ー
ル
』、
な
ら
び
に
タ
ブ
ロ

イ
ド
週
刊
誌
『
ド
ゥ
テ
ィ
ッ
ク
』
の
三
誌
の
Ｓ
Ｉ

Ｕ
Ｐ
Ｐ
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
期
待
は
泡
と
消

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
公
式
の
発
禁

理
由
は
、『
テ
ン
ポ
』
が
政
府
高
官
間
の
対
立
を

報
道
し
、国
の
安
定
を
脅
か
し
た
こ
と
、『
エ
デ
ィ

ト
ー
ル
』
は
登
録
手
続
き
上
の
ミ
ス
、『
ド
ゥ

テ
ィ
ッ
ク
』
は
登
録
報
道
分
野
で
あ
る
犯
罪
と
異

な
る
政
治
分
野
の
報
道
に
偏
っ
た
た
め
と
さ
れ
た

が
、
実
際
の
理
由
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。『
テ
ン
ポ
』
の
場
合
は
、
旧

東
独
製
の
中
古
軍
艦
購
入
に
関
わ
る
不
明
瞭
な
手

続
き
と
金
額
を
め
ぐ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
報
道
を

行
っ
た
こ
と
が
、『
エ
デ
ィ
ト
ー
ル
』
の
場
合
は
、

一
銀
行
（Bapindo

）
の
オ
ー
ナ
ー
に
よ
る
巨
額

資
金
不
正
流
用
事
件
に
ス
ハ
ル
ト
の
三
男
が
関

わ
っ
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
報
道
を
行
っ
た

こ
と
が
、『
ド
ゥ
テ
ィ
ッ
ク
』
の
場
合
は
、
ス
ハ

ル
ト
後
継
者
問
題
を
扱
っ
た
記
事
で
ハ
ビ
ビ
の
取

り
扱
い
が
小
さ
い
こ
と
に
本
人
が
気
分
を
害
し
た

こ
と
な
ど
が
真
相
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
有
力
雑
誌
の
突
然
の
発
禁
処
分
に
対
し

て
は
国
内
外
か
ら
批
判
が
噴
出
し
、『
テ
ン
ポ
』

編
集
長
グ
ナ
ワ
ン
・
モ
ハ
マ
ッ
ド
は
情
報
省
を
相

手
に
裁
判
に
訴
え
、
一
、二
審
で
は
勝
訴
し
た
。

し
か
し
、
最
高
裁
の
判
決
は
情
報
省
が
取
っ
た
措

置
に
違
法
性
を
認
め
ず
、『
テ
ン
ポ
』
は
敗
訴
し
た
。

そ
の
時
に
は
『
テ
ン
ポ
』
内
部
の
記
者
た
ち
は
す

で
に
分
裂
し
て
お
り
、
若
手
を
中
心
に
そ
の
多
く

が
『
ガ
ト
ラ
』
誌
へ
と
職
場
を
変
え
て
い
た
。
ま

た
『
エ
デ
ィ
ト
ー
ル
』
内
の
記
者
た
ち
は
『
テ
ィ

ラ
ス
』
誌
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
両
誌
と
も
に
ス

ハ
ル
ト
の
側
近
実
業
家
が
資
金
を
提
供
し
、
新
し

く
Ｓ
Ｉ
Ｕ
Ｐ
Ｐ
を
獲
得
し
て
発
刊
を
始
め
た
雑
誌

で
あ
り
、
発
禁
後
の
利
権
に
群
が
る
企
業
グ
ル
ー

プ
と
政
財
界
癒
着
の
姿
が
露
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

●
ポ
ス
ト・
ス
ハ
ル
ト
期
の
出
版
メ

デ
ィ
ア
と
暴
力

　

そ
れ
で
は
、
冒
頭
で
触
れ
た
「
報
道
法
」
制
定

後
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
は
順
風
満
帆
の
道
を
辿
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
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Ｓ
Ｉ
Ｕ
Ｐ
Ｐ
発
行
制
度
の
廃
止
に
よ
り
、

一
九
九
七
年
ま
で
に
三
〇
〇
台
だ
っ
た
登
録
新

聞
・
雑
誌
数
は
、
九
九
年
に
は
一
挙
に
一
四
〇
〇

近
く
へ
と
急
増
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
経
営
や

財
政
の
問
題
で
出
版
を
続
け
ら
れ
な
い
逐
次
刊
行

物
が
著
し
く
増
加
し
た
。

　

権
威
主
義
体
制
を
捨
て
て
民
主
国
家
を
目
指
す

移
行
過
程
の
中
で
政
情
は
安
定
せ
ず
、
自
由
を
得

た
雑
誌
・
新
聞
は
政
権
内
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
書

き
た
て
た
。
グ
ス
・
ド
ゥ
ル
大
統
領
が
ブ
ル
ネ
イ

国
王
か
ら
五
〇
万
米
ド
ル
を
受
け
取
り
、
個
人
口

座
に
収
め
た
疑
惑
や
、
食
糧
調
達
庁
財
団
資
金
の

不
正
流
用
事
件
で
二
〇
〇
億
ル
ピ
ア
が
大
統
領
の

手
に
渡
っ
た
と
い
う
疑
惑
が
報
道
さ
れ
る
と
、
そ

れ
ま
で
出
版
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
好
意
的
だ
っ
た

グ
ス
・
ド
ゥ
ル
大
統
領
の
態
度
は
一
八
〇
度
転
換

し
、
コ
メ
ン
ト
を
避
け
た
り
、
急
に
マ
ス
コ
ミ
に

対
し
て
攻
撃
的
に
な
っ
た
り
し
た
。
グ
ス
・
ド
ゥ

ル
を
熱
烈
に
支
持
す
る
ナ
フ
ダ
ト
ゥ
ー
ル
・
ウ
ラ

マ
の
青
年
グ
ル
ー
プ
は
、
グ
ス
・
ド
ゥ
ル
を
批
判

す
る
新
聞
社
に
対
し
て
頻
繁
に
攻
撃
を
仕
掛
け
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

情
報
省
は
グ
ス
・
ド
ゥ
ル
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
、

政
府
に
よ
る
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
統
制
は
な
く
な
っ

た
が
、
報
道
内
容
に
よ
っ
て
不
利
益
を
被
っ
た
り

名
誉
を
傷
つ
け
ら
れ
た
と
感
じ
た
社
会
の
側
か
ら

の
攻
撃
は
急
増
し
た
。
市
民
、
警
察
、
政
府
機
関

な
ど
に
よ
る
マ
ス
コ
ミ
へ
の
暴
力
事
件
は
、

二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
二
年
の
間
に
合
計
二
七
五
件

発
生
し
て
い
る
。
新
聞
社
が
脅
迫
に
よ
っ
て
賭
博

行
為
の
報
道
を
諦
め
た
り
、
自
治
体
内
の
違
法
行

為
を
報
道
し
た
記
者
の
家
が
放
火
さ
れ
た
り
す
る

な
ど
、
脅
迫
や
テ
ロ
ま
が
い
の
事
件
を
加
え
る
と
、

そ
の
数
は
さ
ら
に
跳
ね
上
が
る
で
あ
ろ
う
。

　

暴
力
行
為
を
含
ん
だ
マ
ス
コ
ミ
攻
撃
の
中
で
特

に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
実
業
家
ト
ミ
ー
・
ウ
ィ
ナ

タ
（
以
下
、
Ｔ
Ｗ
）
に
よ
る
『
テ
ン
ポ
』
誌
へ
の

損
害
賠
償
訴
訟
で
あ
る
。

　
Ｔ
Ｗ
は
ア
ル
タ
・
グ
ラ
ハ
財
閥
を
率
い
る
華
人

系
大
実
業
家
で
、
以
前
か
ら
国
軍
と
の
結
び
つ
き

が
強
か
っ
た
。『
テ
ン
ポ
』
は
、
二
〇
〇
三
年
二

月
に
繊
維
問
屋
が
密
集
し
た
ジ
ャ
カ
ル
タ
・
タ
ナ

ア
バ
ン
地
区
で
発
生
し
た
大
火
災
の
裏
に
は
、
同

地
区
の
再
開
発
を
行
政
当
局
か
ら
任
せ
ら
れ
る
こ

と
を
目
論
ん
だ
Ｔ
Ｗ
が
放
火
を
画
策
し
た
可
能
性

が
あ
る
と
報
道
し
た
。
記
事
を
読
ん
で
激
怒
し
た

Ｔ
Ｗ
の
子
分
た
ち
約
一
五
〇
人
は
、『
テ
ン
ポ
』

事
務
所
を
襲
撃
し
、
投
石
な
ど
の
破
壊
行
為
を

行
っ
た
上
、
話
し
合
い
に
臨
ん
だ
三
人
の
記
者
に

対
し
て
執
拗
に
暴
行
を
加
え
た
。
Ｔ
Ｗ
は
名
誉
毀

損
で
同
誌
を
告
訴
し
た
が
、
翌
年
の
地
裁
判
決
で

は
損
害
賠
償
五
〇
〇
億
ル
ピ
ア
、
チ
ー
フ
エ
デ
ィ

タ
ー
に
禁
固
一
年
と
い
う
厳
し
い
判
決
が
下
り
、

グ
ナ
ワ
ン
・
モ
ハ
マ
ッ
ド
の
家
は
差
し
押
さ
え
ら

れ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
の
高
裁
判
決
も
『
テ
ン

ポ
』
の
有
罪
を
支
持
し
た
が
、
最
高
裁
で
は
被
告

側
が
主
張
す
る
「
報
道
法
」
が
適
用
さ
れ
て
チ
ー

フ
エ
デ
ィ
タ
ー
の
禁
固
刑
は
却
下
さ
れ
た
。
こ
の

最
高
裁
判
決
は
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
内
容
が
刑

法
で
は
な
く
、そ
の
社
会
的
役
割
を
考
慮
し
て「
報

道
法
」
で
裁
か
れ
た
と
い
う
点
で
、
報
道
の
自
由

実
現
へ
の
足
が
か
り
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
翌
二
〇
〇
七
年
に
は
出
版
メ
デ
ィ

ア
を
不
安
に
陥
れ
る
二
つ
の
動
き
が
あ
っ
た
。
一

つ
は
、
一
九
九
九
年
に
解
体
さ
れ
、
国
務
大
臣
が

管
轄
す
る
庁
ク
ラ
ス
の
機
関
に
格
下
げ
さ
れ
て
い

た
旧
情
報
省
が
、
二
〇
〇
五
年
に
通
信
・
情
報
省

と
し
て
省
へ
と
復
帰
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い

る
。
同
省
が
作
成
し
た
「
報
道
法
」
改
正
法
案
に

お
い
て
は
、「
報
道
の
独
立
性
」
と
い
う
文
言
が

消
え
た
上
に
、
多
く
の
章
に
「
詳
細
は
政
令
で
定

め
る
」
と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
、
政
府
が
報
道

に
規
制
を
か
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
明
確
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

い
ま
一
つ
は
、
最
高
裁
が
、
ス
ハ
ル
ト
の
不
正

蓄
財
疑
惑
を
暴
い
た
『
タ
イ
ム
』
誌
に
対
し
、
報

道
内
容
が
適
正
で
な
く
、
注
意
深
さ
を
欠
く
と
し

て
一
兆
ル
ピ
ア
の
損
害
賠
償
と
内
外
メ
デ
ィ
ア
へ

の
謝
罪
広
告
掲
載
を
命
じ
る
判
決
を
下
し
た
こ
と

で
あ
る
。
一
、二
審
で
は
「
報
道
法
」
に
基
づ
く

判
決
で
ス
ハ
ル
ト
側
が
敗
訴
し
て
い
た
。
そ
れ
か

ら
六
年
以
上
の
年
月
を
経
て
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る

名
誉
毀
損
を
規
定
し
て
い
な
い
同
法
は
無
視
さ
れ
、

民
法
に
基
づ
い
て
非
常
に
重
い
損
害
賠
償
判
決
が

下
っ
た
こ
と
は
衝
撃
的
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
は
い
ま
だ
不
安

定
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
出
版
メ
デ
ィ
ア
へ

の
脅
迫
や
暴
力
を
減
ら
す
た
め
に
は
、
記
者
た
ち

の
慎
重
か
つ
正
確
な
報
道
に
加
え
て
、「
報
道
法
」

を
支
え
る
諸
法
の
整
備
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

（
た
か
は
し　

む
ね
お
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
図
書
館
）
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